
 報告第２号 

 

 

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

に基づき、亀岡市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定につ

いて次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これ

を報告し承認を求める。 

 

   平成２４年５月２９日提出 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  



 専決第４号 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 亀岡市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分する。 

 

   平成２４年３月３１日 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  



 亀岡市都市計画税条例（昭和３２年亀岡市条例第２号）の一部を

改正する条例を次のように制定する。 

 

   平成２４年３月３１日専決 

 

             亀 岡 市 長  栗 山 正  

 

 

 亀岡市条例第１９号 

 

 

亀岡市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

 亀岡市都市計画税条例（昭和３２年亀岡市条例第２号）の一部を

次のように改正する。 

 

 附則第２項の前の見出し及び同項中「平成２１年度から平成２３

年度まで」を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改める。 

 附則第３項中「住宅用地又は商業地等」を「商業地等」に、「平

成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６

年度まで」に改め、「、住宅用地にあっては１０分の８、商業地等

にあっては」を削る。 

 附則第４項中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成 

２４年度から平成２６年度まで」に改める。 

 附則第５項を削る。 

 附則第６項中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成 

２４年度から平成２６年度まで」に改め、同項を附則第５項とする。 

 附則第７項中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成 

２４年度から平成２６年度まで」に改め、同項を附則第６項とする。 

 附則第８項の見出し中「平成２１年度から平成２３年度まで」を

「平成２４年度から平成２６年度まで」に改め、同項中「平成２１

年度から平成２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６年度ま 
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で」に改め、同項を附則第７項とする。 

 附則第９項を附則第８項とする。 

 附則第１０項中「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成 

２４年度から平成２６年度まで」に改め、同項を附則第９項とする。 

 附則第１１項を削る。 

 附則第１２項中「第１０項」を「前項」に、「平成２１年度から

平成２３年度まで」を「平成２４年度から平成２６年度まで」に改

め、同項を附則第１０項とする。 

 附則中第１３項を削り、第１４項を第１１項とする。 

 附則第１５項中「、第５項及び第６項」を「及び第５項」に、

「附則第２５条第７項」を「附則第２５条第６項」に、「附則第 

１８条第７項」を「附則第１８条第６項」に改め、「、附則第３項

及び第５項の「住宅用地」とは法附則第１７条第３号に」を削り、

「、第６項及び第７項」を「、第５項及び第６項」に、「から第８

項まで及び第１３項」を「から第７項まで」に、「附則第８項」を

「附則第７項」に、「附則第９項から第１３項まで」を「附則第８

項から第１０項まで」に、「附則第１０項」を「附則第９項」に、

「附則第２７条の２第５項」を「附則第２７条の２第３項」に改め、

同項を附則第１２項とする。 

 附則第１６項中「、第６項、第１６項、第２２項から第３０項ま

で、第３２項、第３５項若しくは第３７項」を「、第５項、第１４

項、第１８項から第２６項まで、第２８項、第３０項、第３２項若

しくは第３６項」に改め、同項を附則第１３項とする。 

 附則第１７項中「地方税法等の一部を改正する法律（平成２１年

法律第９号）附則第９条」を「地方税法及び国有資産等所在市町村

交付金法の一部を改正する法律（平成２４年法律第１７号）附則第

１０条」に、「平成２１年度から平成２３年度まで」を「平成２４

年度から平成２６年度まで」に改め、同項を附則第１４項とする。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 
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１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の亀岡市都市計画税条例（附則第４項に

おいて「新条例」という。）の規定は、平成２４年度以後の年度

分の都市計画税について適用し、平成２３年度分までの都市計画

税については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正前の亀岡市都市計画税条例（以下この項に

おいて「旧条例」という。）附則第３項（住宅用地に係る部分に

限る。）、第５項、第１１項及び第１３項の規定は、地方税法及

び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律（平成 

２４年法律第１７号。次項において「平成２４年改正法」とい

う。）附則第９条第１項の規定の適用を受ける土地に対して課す

る平成２４年度分及び平成２５年度分の都市計画税については、

なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げ

る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

旧条例附則第
３項 

前項 附則第２項 

平成２１年度から
平成２３年度まで
の各年度分 

平成２４年度分及び平成２５年度分 

１０分の８ １０分の９ 

旧条例附則第
５項 

０．８ ０．９ 

平成２１年度から
平成２３年度まで
の各年度分 

平成２４年度分及び平成２５年度分 

第２項 附則第２項 

旧条例附則第
１１項 

前項 附則第９項 

平成２１年度から
平成２３年度まで
の各年度分 

平成２４年度分及び平成２５年度分 

１０分の８ １０分の９ 
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旧条例附則第
１３項 

０．８ ０．９ 

平成２１年度から
平成２３年度まで
の各年度分 

平成２４年度分及び平成２５年度分 

第１０項 附則第９項 

 

４ 平成２４年改正法附則第９条第１項及び前項の場合における新

条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

 

附則第１２項 及び第５項 及び第５項並びに亀岡市都市計画税
条例の一部を改正する条例（平成 
２４年亀岡市条例第１９号。以下
「平成２４年改正条例」という。）
附則第３項の規定によりなおその効
力を有するものとして読み替えて適
用される平成２４年改正条例による
改正前の亀岡市都市計画税条例（以
下「平成２４年改正前の条例」とい
う。）附則第５項 

附則第２５条第６
項において読み替
えて準用される法
附則第１８条第６
項に 

附則第２５条第６項において読み替
えて準用される法附則第１８条第６
項に、平成２４年改正条例附則第３
項の規定によりなおその効力を有す
るものとして読み替えて適用される
平成２４年改正前の条例附則第３項
及び第５項の「住宅用地」とは法附
則第１７条第３号に 

から第７項まで から第７項まで並びに平成２４年改
正条例附則第３項の規定によりなお
その効力を有するものとして読み替
えて適用される平成２４年改正前の
条例附則第５項及び第１３項 

から第１０項まで から第１０項まで並びに平成２４年
改正条例附則第３項の規定によりな
おその効力を有するものとして読み
替えて適用される平成２４年改正前
の条例附則第１１項及び第１３項 
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亀岡市都市計画税条例の一部を改正する条例要綱 

 

 

 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴い、

次のとおり亀岡市都市計画税条例の一部を改正した。 

 

１ 固定資産税（土地）の負担調整措置の現行の仕組みを３年延長

する改正に伴い、所要の改正を行うこととした。 

 

２ この条例は、平成２４年４月１日から施行することとした。 
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